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１ 行政評価とは 
行政評価とは、「政策・施策・事務事業からなる政策体系を対象に、その成果や実績などを、事前、中間また

は事後において、有効性、効率性などの観点から、統一的な基準によって評価するもの」と一般的に定義され

ています。 

行政評価の目的は、計画・予算（Ｐ：Plan）→執行（Ｄ：Do）で終わり、行政サービスを実施した結果の検

証（Ｃ：Check）が欠けがちであった従来の行政活動に、Check（評価）を導入し、ＰＤＣＡ（Plan 計画→Do

実施→Check評価→Action見直し）という経営のマネジメント・サイクルを確立し、計画（Plan）の有効性と

実施（Do）の効率性の向上を図ることにあります。 

よって、行政評価は出発点にすぎず、行政評価結果に基づき、事務事業・施策の問題点や課題を明らかにし、

継続的な改善に取り組む一連の活動を行うことが行政評価の目的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政評価の対象 
 行政評価の内容は、一般に事務事業評価、施策評価、政策評価の３つに区分されます。 

 事務事業評価では、個々の事務事業の問題点・課題を検証し、改善方針を明らかにします。 

 施策評価では、施策の成果、有効性や、施策の目的・目標に照らした事務事業の優先度を検証し、今後の取

組の方向性を明らかにします。 

 政策評価では、政策の成果や市民の評価等を検証し、今後の政策決定の方向性を明らかにします。 

 

 《 行政の政策体系図 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 政策 

施策 施策 

事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 事務事業 

政  策：特定の行政課題に対応するために立案さ

れた方針であり、行政活動の大きな単位

をいう。 

施  策：政策を実現するための具体的な方策をい

う。 

事務事業：施策を実現するための個々の事務事業で

あり、行政活動の一番小さな単位をいう。 
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３ これまでの取組状況 
本市では、政策体系の最も小さな評価対象である事務事業に対する評価と政策を実現するための具体的な方

策に対する施策評価を行ってきました。 

18年度から20年度までの３か年で、緊急性の高い事業等から順次評価を実施し、3か年合計では約450事業、

単年度では 150程度の事業を評価しました。 

これらにより、一定の成果をあげることができましたが、人員・財源などが限られている中で、市民サービ

スの維持・向上を図っていくためには、より広い視野から行政運営の見直しを行い、市民ニーズや社会的必要

性の高い施策・事業に行政資源を重点的に配分していく必要があり、21年度からは施策評価を中心とする新た

な行政評価制度に再構築し、施策・事業の見直しを進めています。 

○ 事務事業評価 

 【事後評価の結果一覧】 

 拡充 継続実施 改善・見直し 抜本的見直し 休止 廃止 

18年度 ４ ２８ ９２ １９ １ ２ 

19年度 １ ２４ ５８ ２５ ２ ０ 

20年度 ３ ６１ ７５ １４ ０ １ 

21年度 ０ ２０ １１ ７ ０ ０ 

23年度 ２ ３５ ３０ １１ ０ ３ 

 【事前評価の結果一覧】 

 事業化 実施を延期 抜本的見直し 計画を中止 

18年度 － － － － 

19年度 １ ２ １ １ 

20年度 １ ０ ０ ０ 

21年度 ２２ １ ０ ０ 

23年度 １ １ ０ １ 

○ 施策評価 

 拡充 現状維持 絞込み 

 重点化 現状維持 効率化 重点化 現状維持 効率化 効率化 

22年度 ９ １ ０ ０ １５ １３ ０ 

24年度 ２ ６ ２ ７ ８ １２ １ 

※上段：施策内容の方向性、下段：施策実施コストの方向性 

 

４ 今後の取組方針 
21年度より施策評価を中心とする新たな行政評価制度に再構築し、次の３点を目指して、施策・事業の見直

しを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

市民の視点に立った事務事業の見直し、事務改善 

総合計画事業の的確な進行管理 

限られた行政資源の適正配分・有効活用 

目指すべき方向性 
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行政評価制度では、総合計画の進行管理や見直しにも活用するため、基本計画にあわせて評価対象施策・事

業や評価サイクルを設定しています。 

施策評価は、計画の中間年度にあたる基本計画２年目と、計画見直しの前年度にあたる基本計画４年目に実

施し、事務事業評価は基本計画１年目、３年目、５年目に実施します。 

このため、21 年度からの後期基本計画では、21 年度、23 年度、25 年度に事務事業評価、22 年度と 24 年度

に施策評価を実施することになります。 

 

５ 行政評価の実施方法（概要） 
本市が実施する行政評価の実施方法の概要は下記のとおりです。なお、施策評価については、22年度から本格

実施しています。 

○ 評価の目的・対象 

 事務事業評価 施策評価 

目的 

・施策目的に照らした事務事業の成果、必要性、

有効性の判断 

・事務事業の改善の方向性の提示 

・施策の成果の把握と取組の方向性の提示 

・施策目的達成に向けた事務事業の最適化 

（事務事業の優先度の判断） 

対象 
・総合計画（実施計画）主要事業 

・その他見直しの余地のある一定規模の事業 
・総合計画（実施計画）主要事業 

 

○ 評価サイクル 

評価サイクル 評価内容 

後期基本計画１年目 

（平成 21年度） 

○事務事業評価を実施。 

○新規事業、評価未実施又は実施方法等に変更があった継続事業を評価。 

※施策評価を試行 

後期基本計画２年目 

（平成 22年度） 

○施策評価を実施。 

○後期基本計画の中間年度として、全施策について評価。 

後期基本計画３年目 

（平成 23年度） 

○事務事業評価を実施。 

○新規事業、これまでの評価・改善状況を踏まえ見直す余地のある継続事業を評価。 

後期基本計画４年目 

（平成 24年度） 

○施策評価を実施 

○総合計画の見直し実施前年度として、全施策について評価。 

後期基本計画５年目 

（平成 25年度） 

○事務事業評価を実施。 

○これまでの評価・改善状況を踏まえ見直す必要のある継続事業を評価。 

○５年間の評価結果を、総合計画の見直し・新計画策定に反映。 
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○ 評価手順 

事務事業評価 施策評価 

ステップ１：所管課一次評価 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：事務事業等適正化委員会二次評価 

 

 

 

 

 

 

ステップ３：中間結果公表・市民要望等の聴取 

 

 

 

 

 

 

ステップ3-2：外部評価（試行） 

 

 

 

 

 

ステップ４：関係部長会議 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ５：行財政改革推進本部評価 

ステップ１：主管課長一次評価 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：市民要望等の聴取 

 

 

 

 

 

 

ステップ３：関係部長会議 

 

 

 

 

 

 

ステップ４：行財政改革推進本部評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～現場の意見を反映～ 

事業担当課によって、事業の達成状況、現場

の課題、他市類似事業との比較を客観的・統一

的手法により明示する。 

～客観的な評価により各事業の課題を把握～ 

現場に近い管理職によって、客観的な視点から

評価し、各事業における本市の水準、課題を明確

にする。 

～全庁的視点による事業の選択と集中～ 

より高度の視点から、本市における課題や市

民需要等を把握し、見直しの視点や市の施策展

開の方向性を明確にし、選択と集中によって事

業に優先度をつける。 

～経営トップによる判断～ 

市の戦略を明らかにする。 

～市民要望・学識意見を行政へ反映～ 

市民説明会やパブコメで市民要望を把握す

る。 

～現場の意見を反映～ 

施策主管課長が関係課長と協議のうえ、施策

の周辺環境や成果等を分析し、今後の取組の方

向性や施策内の事務事業の優先度を明示する。 

～市民要望・学識意見を行政へ反映～ 

市民意向調査で市民要望を把握し、庁内評価

と併せて行財政改革推進委員会に諮り、第三者

による客観的な意見をきく。 

 

～全庁的視点による施策の方向性の明確化～ 

より高度の視点から、本市における課題や市

民需要等を把握し、見直しの視点や市の施策展

開の方向性を明確にする。 

～経営トップによる判断～ 

市の戦略を明らかにする。 

短期的には予算へ、中期的には総合計画などの施策、政策へ反映さ

せ、PDCAサイクルにより、戦略性の高い行政運営を目指す 
 

～行財政改革推進委員会よる評価～ 

市民や有識者など行政外部の視点による評

価を取り入れる。 
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６ 行政評価のスケジュール 
 25年度は、下記のスケジュールで行政評価を実施します。なお、日程は目安であり、具体的な実施時期につい

ては、別途お知らせします。 

【事務事業評価】  

日程 所管課 評価機関 企画政策課

４月

評価対象事業案の調整

【適正化委員会】
評価対象事業選定基準の確認

 評価対象事業(案)の作成

５月 一次評価
　○ヘルプデスク（中間時点）

一次評価提出（最終）

【行財政改革推進本部】
評価対象事業の確認

 一次評価入力依頼

６月

 一次評価調整・まとめ

７月

二次評価
（事務事業等適正化委員会）

二次評価の入力 二次評価調整・まとめ

８月
【行財政改革推進員会】
外部評価（事業説明）

市民説明会
パブリックコメント

９月

パブリックコメント回答調
整（各課）

10月

外部評価 (※５事業程度)

　　※関係部長会議

11月
以降

評価結果から各事業の課題
整理（改善（拡充）計画
等、予算要求、関係団体等
との調整）

→

行革本部評価（最終）

報告書作成

予算編成
 


